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新 旧 
（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用しま
す。 

 

用  語 意          味 

19 直収回線等
接続事業者 

第５条（標準的な接続箇所）の表中第２欄に規定する接続
箇所において接続する電気通信事業者 

 
 

第２章 接続する設備の範囲 
第１節 標準的な接続箇所 

（標準的な接続箇所） 
第５条 当社の指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との標準的な接
続箇所は次のとおりとします。 

 

標準的な接続箇
所 

内    容 

(1) 削除 ― 

 
 
 
（料金等） 

第51条 当社が設定する接続料は、料金及び工事又は手続きに関する費用としま
す。 

２ 当社が設定する料金は、料金表第１表（接続料金）に規定する接続料金と
し、網使用料及び網改造料とします。 

（用語の定義） 
第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用しま
す。 

 

用  語 意          味 

19 直収回線等
接続事業者 

第５条（標準的な接続箇所）の表中第１欄及び第２欄に規
定する接続箇所において接続する電気通信事業者 

 
 

第２章 接続する設備の範囲 
第１節 標準的な接続箇所 

（標準的な接続箇所） 
第５条 当社の指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との標準的な接
続箇所は次のとおりとします。 

 

標準的な接続箇
所 

内    容 

(1) 直収交換機 直収交換機の当社配分架の他事業者側端子又は直収交換機
と他事業者の電気通信設備との間にルータを設置するときは他事
業者の電気通信設備の当社側端子 

 
（料金等） 

第51条 当社が設定する接続料は、料金及び工事又は手続きに関する費用としま
す。 

２ 当社が設定する料金は、料金表第１表（接続料金）に規定する接続料金と
し、網使用料及び網改造料とします。 
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新 旧 
３ 当社が設定する接続において必要となる工事又は手続きに関する費用は、料
金表第２表（工事費及び手続費）に規定する工事費又は手続費とします。 

４ 前３項に規定する料金及び費用のほか、当社は電話ユニバーサルサービス料、
ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用、業務支援システムの利用、電話リレーサービ
ス料及びブロードバンドユニバーサルサービス料に係る費用を設定します。 

 
 
 
（従量制の網使用料等の支払義務） 

第53条 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料（網使
用料のうち月額で定める料金（以下、「定額制の網使用料」といいます。）以外
のものをいいます。以下、同じとします。）又は網改造料（この条において、料金
表第１表（接続料金）第２（網改造料）１（適用）１－１（網改造料の
対象となる機能）第３欄に係る料金をいいます。）（以下、従量制の網使用
料と網改造料をあわせて「従量制の網使用料等」といいます。）の支払いを要す
る協定事業者は、第44条（接続形態）に規定する接続形態ごとに、別表２
（接続形態）第４表（網使用料支払事業者）に規定するところによります。 

２ 前項の規定により支払いを要することとなる協定事業者は、相互接続通信にお
いて利用する第52条（接続料金の区分）に規定する機能ごとに、第57条（従
量制の網使用料等の計算方法）の規定に基づいて算定した従量制の網使用
料等を支払うことを要します。 

３ 協定事業者は、従量制の網使用料等について、当社の機器の故障等により正
しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金を支払うこと
とします。この場合において、特別の事情があるときは、当社は協定事業者と協議
するものとします。 
(1) 協定事業者が通信時間若しくは通信回数、又は通信量を記録している場

合 
 協定事業者の記録する通信時間若しくは通信回数と料金表第１表
（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第１欄、第3欄から
第４欄の２又は第15欄イ欄に規定する料金額に基づいて算定した額、

３ 当社が設定する接続において必要となる工事又は手続きに関する費用は、料
金表第２表（工事費及び手続費）に規定する工事費又は手続費とします。 

４ 前３項に規定する料金及び費用のほか、当社は電話ユニバーサルサービス料、
ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用、業務支援システムの利用及び電話リレーサ
ービス料に係る費用を設定します。 

 
 
 
（従量制の網使用料等の支払義務） 

第53条 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料（網使
用料のうち月額で定める料金（以下、「定額制の網使用料」といいます。）以外
のものをいいます。以下、同じとします。）又は網改造料（この条において、料金
表第１表（接続料金）第２（網改造料）１（適用）１－１（網改造料の
対象となる機能）第３欄に係る料金をいいます。）（以下、従量制の網使用
料と網改造料をあわせて「従量制の網使用料等」といいます。）の支払いを要す
る協定事業者は、第44条（接続形態）に規定する接続形態ごとに、別表２
（接続形態）第４表（網使用料支払事業者）に規定するところによります。 

２ 前項の規定により支払いを要することとなる協定事業者は、相互接続通信にお
いて利用する第52条（接続料金の区分）に規定する機能ごとに、第57条（従
量制の網使用料等の計算方法）の規定に基づいて算定した従量制の網使用
料等を支払うことを要します。 

３ 協定事業者は、従量制の網使用料等について、当社の機器の故障等により正
しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金を支払うこと
とします。この場合において、特別の事情があるときは、当社は協定事業者と協議
するものとします。 
(1) 協定事業者が通信時間若しくは通信回数、又は通信量を記録している場
合 
 協定事業者の記録する通信時間若しくは通信回数と料金表第１表（接続
料金）第１（網使用料）２（料金額）第１欄から第５欄又は第15欄イ
欄に規定する料金額に基づいて算定した額、又は協定事業者の記録する通
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又は協定事業者の記録する通信量と料金表第１表（接続料金）第
１（網使用料）２（料金額）第15欄ア欄及びウ欄に規定する料金
額に基づいて算定した額 

(2) (1)以外の場合 
 把握可能な実績（機器の故障等により正しく算定することができなかった日の
初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器
の故障等があったと認められる日）の属する暦月（毎月初日の午前０時から末
日の午後12時までの期間とします。）の前12暦月を最長として、その間の通信
時間若しくは通信回数、又は通信量の累計をいいます。）に基づいて１日平均
の通信時間若しくは通信回数、又は通信量を算出し、その値に算定できなかった
期間の日数を乗じた値と料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２
（料金額）第１欄、第３欄から第４欄の２又は第15欄イ欄に規定する料金
額に基づいて算定した額、又は料金表第１表（接続料金）第１（網使用
料）２（料金額）第15欄ア欄及びウ欄に規定する料金額に基づいて算定した
額 

 
（ブロードバンドユニバーサルサービス料の支払義務） 
第56条の６ 協定事業者は、第53条の２（定額制の網使用料の支払義務）
第１項の規定に基づき別表１（接続により提供する機能）１－１（基本接
続機能）に規定するＸｉ特定接続契約者回線管理機能、５Ｇ特定接続契
約者回線管理機能、Ｘｉ特定接続契約者（音声）回線管理機能又は５Ｇ
特定接続契約者（音声）回線管理機能の支払いを要する場合には、当社に
対してブロードバンドユニバーサルサービス料の支払いを要します。 

２ 前項の場合において、協定事業者が支払いを要するブロードバンドユニバーサルサービス
料の料金額は、Ｘｉサービス契約約款又は５Ｇサービス契約約款に規定するブロードバ
ンドユニバーサルサービス料に相当する額とし、当社が別に定める方法により算出いたしま
す。 

３ 第１項の場合において、支払義務に関する取扱いは、第53条の２（定額制の網使用
料の支払義務）第３項を準用することとします。 

 
第４節 料金の計算及び支払い 

信量と料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第
15欄ア欄及びウ欄に規定する料金額に基づいて算定した額 

(2) (1)以外の場合 
 把握可能な実績（機器の故障等により正しく算定することができなかった日の
初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器
の故障等があったと認められる日）の属する暦月（毎月初日の午前０時から末
日の午後12時までの期間とします。）の前12暦月を最長として、その間の通信
時間若しくは通信回数、又は通信量の累計をいいます。）に基づいて１日平均
の通信時間若しくは通信回数、又は通信量を算出し、その値に算定できなかった
期間の日数を乗じた値と料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２
（料金額）第１欄から第５欄又は第15欄イ欄に規定する料金額に基づいて
算定した額、又は料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金
額）第15欄ア欄及びウ欄に規定する料金額に基づいて算定した額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４節 料金の計算及び支払い 
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（従量制の網使用料等の計算方法） 

第57条 当社は、従量制の網使用料等は暦月に従って、毎月初日の午前０時か
ら末日の午後12時までの間に終了した通信について、次条により測定する通信
時間又は通信回数の累積と料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）
２（料金額）第１欄、第３欄から第４欄の２又は第15欄イ欄の規定により計
算します。 

 
（定額制の網使用料及び網改造料並びに電話ユニバーサルサービス料、電話リ
レーサービス料及びブロードバンドユニバーサルサービス料の計算方法） 

第59条 当社は、定額制の網使用料及び網改造料並びに電話ユニバーサルサービ
ス料、電話リレーサービス料及びブロードバンドユニバーサルサービス料は暦月に従
って計算します。 

２ 当社は、第53条の２（定額制の網使用料の支払義務）第１項若しくは第
２項、第54条（網改造料の支払義務）第６項、第56条の２（電話ユニバー
サルサービス料の支払義務）第１項及び第３項又は第56条の5（電話リレー
サービス料の支払義務）第１項及び第３項の規定に該当するときに限り、定額
制の網使用料（特定接続契約者（ＩＭＳ接続）回線管理機能に係る料金
を除く）、網改造料、電話ユニバーサルサービス料又は電話リレーサービス料につ
いて、その利用した暦日数に応じて日割を行います。この場合において、第53条
の２（定額制の網使用料の支払義務）第２項、第54条（網改造料の支払
義務）第６項、第56条の２（電話ユニバーサルサービス料の支払義務）第３
項及び第56条の５（電話リレーサービス料の支払義務）第3項に規定する料
金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属
する暦日とみなします。 

 
（料金等の支払い） 

第60条 協定事業者は、料金等（接続料金、工事費、手続費、割増金、延滞
利息、電話ユニバーサルサービス料、ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用、業務支
援システムの利用、電話リレーサービス料及びブロードバンドユニバーサルサービス
料に係る費用をいいます。以下同じとします。）について、当社が別に定める期日
までに、当社が指定する金融機関等において支払うことを要します。 

（従量制の網使用料等の計算方法） 
第57条 当社は、従量制の網使用料等は暦月に従って、毎月初日の午前０時か
ら末日の午後12時までの間に終了した通信について、次条により測定する通信
時間又は通信回数の累積と料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）
２（料金額）第１欄から第５欄又は第15欄イ欄の規定により計算します。 

 
 
（定額制の網使用料及び網改造料並びに電話ユニバーサルサービス料及び電
話リレーサービス料の計算方法） 

第59条 当社は、定額制の網使用料及び網改造料並びに電話ユニバーサルサービ
ス料及び電話リレーサービス料は暦月に従って計算します。 

２ 当社は、第53条の２（定額制の網使用料の支払義務）第１項若しくは第
２項、第54条（網改造料の支払義務）第６項、第56条の２（電話ユニバー
サルサービス料の支払義務）第１項及び第３項又は第56条の5（電話リレー
サービス料の支払義務）第１項及び第３項の規定に該当するときに限り、定額
制の網使用料（特定接続契約者（ＩＭＳ接続）回線管理機能に係る料金
を除く）、網改造料、電話ユニバーサルサービス料又は電話リレーサービス料につ
いて、その利用した暦日数に応じて日割を行います。この場合において、第53条
の２（定額制の網使用料の支払義務）第２項、第54条（網改造料の支払
義務）第６項、第56条の２（電話ユニバーサルサービス料の支払義務）第３
項及び第56条の５（電話リレーサービス料の支払義務）第3項に規定する料
金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属
する暦日とみなします。 

 
 
（料金等の支払い） 

第60条 協定事業者は、料金等（接続料金、工事費、手続費、割増金、延滞
利息、電話ユニバーサルサービス料、ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用、業務支
援システムの利用及び電話リレーサービス料に係る費用をいいます。以下同じとし
ます。）について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関等に
おいて支払うことを要します。 
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２ 料金等の請求又は支払方法については、当社が協定事業者と協議の上定める
料金事務処理確認事項又は個別建設契約、接続用ソフトウェア開発契約若し
くはその他の工事に係る契約に規定します。 
 ただし、第62条のただし書きに規定する料金額の適用が見込まれるときその他
料金等の請求又は支払方法について、別段の定めがある場合は、その定めるとこ
ろによります。 

 
（接続協議等に関する情報等の提供） 

第87条 当社は、接続協議等に関する情報、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又
は５Ｇサービスの営業区域に関する情報、並びに料金表第１表（接続料金）
第２（網改造料）１－１（網改造料の対象となる機能）第４欄、第５欄及
び第６欄に規定する機能の利用にあたって支払いが必要となる費用の見込みの
額に係る情報をインターネットホームページ等において掲示します。 

２ 前項の規定によるほか、当社は、接続申込者から請求があるときは、第25条の
４（移動無線装置に係る確認試験の実施）に規定する移動無線装置との確
認試験の実施、第25条の５（業務支援システムの利用に関する申込み）に規
定する業務支援システムの利用、第25条の６（ＵＳＩＭカードの貸与に係る
請求）に規定するＵＳＩＭカードの貸与に係る請求に必要な情報を当社の事
務取扱所において、提供するものとします。 
 ただし、その情報が当社の機密事項に該当するときは、この限りではありません。 

３ 前２項の規定によるほか、当社は、接続申込者から請求があるときは、以下の情
報について、当社の事務取扱所において、提供するものとします。ただし、その情報が
当社の機密事項に該当するときは、この限りではありません。 
(1) 料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第１欄、
第３欄、第６欄、第７欄、第７欄の２、第８欄、第９欄、第９欄の２に規
定する料金額（ただし、第６欄、第７欄、第７欄の２、第８欄、第９欄、第
９欄の２については、第61条の３（接続料金の実績に基づく精算）に基づ
き、当年度実績によって算定した精算のための料金額に限る）、及び料金表
第３表（その他の費用）第１（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用）１
（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額）に規定する費用の額について、原

２ 料金等の請求又は支払方法については、当社が協定事業者と協議の上定める
料金事務処理確認事項又は個別建設契約、接続用ソフトウェア開発契約若しくは
その他の工事に係る契約に規定します。 
 ただし、第62条のただし書きに規定する料金額の適用が見込まれるときその他料
金等の請求又は支払方法について、別段の定めがある場合は、その定めるところによ
ります。 
 
（接続協議等に関する情報等の提供） 

第87条 当社は、接続協議等に関する情報、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス又
は５Ｇサービスの営業区域に関する情報、並びに料金表第１表（接続料金）
第２（網改造料）１－１（網改造料の対象となる機能）第４欄、第５欄及
び第６欄に規定する機能の利用にあたって支払いが必要となる費用の見込みの
額に係る情報をインターネットホームページ等において掲示します。 

２ 前項の規定によるほか、当社は、接続申込者から請求があるときは、第25条の
４（移動無線装置に係る確認試験の実施）に規定する移動無線装置との確
認試験の実施、第25条の５（業務支援システムの利用に関する申込み）に規
定する業務支援システムの利用、第25条の６（ＵＳＩＭカードの貸与に係る
請求）に規定するＵＳＩＭカードの貸与に係る請求に必要な情報を当社の事
務取扱所において、提供するものとします。 
 ただし、その情報が当社の機密事項に該当するときは、この限りではありません。 

３ 前２項の規定によるほか、当社は、接続申込者から請求があるときは、以下の情
報について、当社の事務取扱所において、提供するものとします。ただし、その情報が
当社の機密事項に該当するときは、この限りではありません。 
(1) 料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第１欄、
第３欄、第５欄、第６欄、第７欄、第７欄の２、第８欄、第９欄、第９欄
の２に規定する料金額（ただし、第６欄、第７欄、第７欄の２、第８欄、第
９欄、第９欄の２については、第61条の３（接続料金の実績に基づく精
算）に基づき、当年度実績によって算定した精算のための料金額に限る）、
及び料金表第３表（その他の費用）第１（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費
用）１（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額）に規定する費用の額につ
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新 旧 
価に利潤を加えたものに対する原価の比率に関する情報  

(2) 料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第１欄、
第３欄、第６欄、第７欄、第７欄の２、第８欄、第９欄、第９欄の２に規
定する料金額（ただし、第６欄、第７欄、第７欄の２、第８欄、第９欄、第
９欄の２については、第61条の３（接続料金の実績に基づく精算）に基づ
き、当年度実績によって算定した精算のための料金額に限る）、及び料金表
第３表（その他の費用）第１（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用）１
（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額）に規定する費用の額について、原
価、利潤及び需要の対前年度比に関する情報（なお、第６欄、第７欄、第
７欄の２、第８欄、第９欄、第９欄の２について、当年度実績によって算定
した精算のための料金額の算定に用いた需要の対前年度比に関する情報は、
毎事業年度経過後６ケ月を経過する日から提供します。） 

 
 
料金表 
通則 
（消費税相当額の加算） 

１ 第53条（従量制の網使用料等の支払義務）から第56条の４（業務支援システ
ムの利用に係る費用の支払義務）までの規定その他この約款の規定により料金表に
定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費
税相当額を加算した額とします。 
（料金等の臨時減免） 

２ 当社は、災害が発生したときは、特定端末系事業者の公衆電話から発信する通信
について、第53条（従量制の網使用料等の支払義務）の規定にかかわらず、臨時
に、料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第１欄、第４
欄、第４欄の２ア欄、及び第15欄ア欄に規定する料金額を減免する場合がありま
す。 

 
 
第１表 接続料金 
 第１ 網使用料 

いて、原価に利潤を加えたものに対する原価の比率に関する情報  
(2) 料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第１欄、
第３欄、第５欄、第６欄、第７欄、第７欄の２、第８欄、第９欄、第９欄
の２に規定する料金額（ただし、第６欄、第７欄、第７欄の２、第８欄、第
９欄、第９欄の２については、第61条の３（接続料金の実績に基づく精
算）に基づき、当年度実績によって算定した精算のための料金額に限る）、
及び料金表第３表（その他の費用）第１（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費
用）１（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額）に規定する費用の額につ
いて、原価、利潤及び需要の対前年度比に関する情報（なお、第６欄、第
７欄、第７欄の２、第８欄、第９欄、第９欄の２について、当年度実績によ
って算定した精算のための料金額の算定に用いた需要の対前年度比に関する
情報は、毎事業年度経過後６ケ月を経過する日から提供します。） 

 
 
料金表 
通則 
（消費税相当額の加算） 

１ 第53条（従量制の網使用料等の支払義務）から第56条の４（業務支援システ
ムの利用に係る費用の支払義務）までの規定その他この約款の規定により料金表に
定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費
税相当額を加算した額とします。 
（料金等の臨時減免） 

２ 当社は、災害が発生したときは、特定端末系事業者の公衆電話から発信する通信
について、第53条（従量制の網使用料等の支払義務）の規定にかかわらず、臨時
に、料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第１欄、第２
欄、第４欄、第４欄の２ア欄、第５欄及び第15欄ア欄に規定する料金額を減免す
る場合があります。 

 
第１表 接続料金 
 第１ 網使用料 
  １ 適用 
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新 旧 
  １ 適用 
 

区  分 内    容 

(1)～(3) 略 

(4) 削除 ― 

(5)～(6) 略 

(7) 削除 ― 

 
 
 
 
 
２ 料金額 
 

区  分 単 位 料金額 備考 

(1) 通話モード接続機能 １秒ごとに 0.045645
円 

― 

(2) 削除 ― ― ― 

(3)～(4)略   ― 

(5) 削除 ― ― ― 

 

 

区  分 内    容 

(1)～(3) 略 

(4) 64kb/sデジタル通
信モード接続機能に係
る料金の適用 

64kb/sデジタル通信モード接続機能に係る料金について
は、２（料金額）(2)の料金額を適用します。 

(5)～(6) 略 

(7) ＭＮＰ転送機能に
係る料金の適用 

ＭＮＰ転送機能に係る料金については、２（料金額）
(5)の料金額を適用します。 

 
 
２ 料金額 
 

区  分 単 位 料金額 備考 

(1) 通話モード接続機能 １秒ごとに 0.045645
円 

― 

(2) 64kb/sデジタル通信モード接続機能 １秒ごとに 0.070644
円 

― 

(3)～(4)略   ― 

(5) ＭＮＰ転送機能 １秒ごとに 0.010110
円 

― 
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新 旧 
 

区分 単位 料金額 備考 
（6）ＦＯＭ
Ａ直収パケット
接続機能 

ア  GTP
接続 
 

令和7年
4月 1日
から令和
8年 3月
31 日ま
で適用す
る料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

108,740円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,874円 月額 

令 和 ８
年 4月 1
日から令
和９年3
月 31日
まで適用
する料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

109,311円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,931円 月額 

令 和 ９
年 4月 1
日から令
和 10年
3 月 31
日まで適
用する料
金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

101,040円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,104円 月額 

令和 10
年 4月 1
日から令
和 11年

（ア）
10Mb/s のも
の 

94,880円 月額 

（イ） 9,488円 月額 

 
区分 単位 料金額 備考 

（1）～（5）（略） 
（6）ＦＯＭ
Ａ直収パケット
接続機能 

ア  GTP
接続 
 

令和7年
4月 1日
から令和
8年 3月
31 日ま
で適用す
る料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

108,740円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,874円 月額 

令 和 ８
年 4月 1
日から令
和９年3
月 31日
まで適用
する料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

103,830円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,383円 月額 

令 和 ９
年 4月 1
日から令
和 10年
3 月 31
日まで適

（ア）
10Mb/s のも
の 

90,521円 月額 
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新 旧 
3 月 31
日まで適
用する料
金 

10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

イ 削除 
（7）Ｘｉ直
収パケット接続
機能 
 

ア  GTP
接続 

令和7年
4月 1日
から令和
8年 3月
31 日ま
で適用す
る料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

108,740円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,874円 月額 

令 和 ８
年 4月 1
日から令
和９年3
月 31日
まで適用
する料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

109,311円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,931円 月額 

令 和 ９
年 4月 1
日から令
和 10年
3 月 31
日まで適
用する料
金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

101,040円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,104円 月額 

令和 10 （ア） 94,880円 月額 

用する料
金 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

9,052円 月額 

イ 削除 
（7）Ｘｉ直
収パケット接続
機能 
 

ア  GTP
接続 

令和7年
4月 1日
から令和
8年 3月
31 日ま
で適用す
る料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

108,740円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,874円 月額 

令 和 ８
年 4月 1
日から令
和９年3
月 31日
まで適用
する料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

103,830円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,383円 月額 

令 和 ９
年 4月 1
日から令

（ア）
10Mb/s のも
の 

90,521円 月額 
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新 旧 
年 4月 1
日から令
和 11年
3 月 31
日まで適
用する料
金 

10Mb/s のも
の 
（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

9,488円 月額 

イ 削除 
(7)の 2  
５G直収パケ
ット接続機能 

GTP 接
続 

令和7年
4月 1日
から令和
8年 3月
31 日ま
で適用す
る料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

108,740円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,874円 月額 

令 和 ８
年 4月 1
日から令
和９年3
月 31日
まで適用
する料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

109,311円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,931円 月額 

令 和 ９
年 4月 1
日から令
和 10年
3 月 31
日まで適

（ア）
10Mb/s のも
の 

101,040円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s

10,104円 月額 

和 10年
3 月 31
日まで適
用する料
金 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

9,052円 月額 

イ 削除 

(7)の 2  
５G直収パケ
ット接続機能 

GTP 接
続 

令和7年
4月 1日
から令和
8年 3月
31 日ま
で適用す
る料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

108,740円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,874円 月額 

令 和 ８
年 4月 1
日から令
和９年3
月 31日
まで適用
する料金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

103,830円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

10,383円 月額 
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新 旧 
用する料
金 

ごとに 

令和 10
年 4月 1
日から令
和 11年
3 月 31
日まで適
用する料
金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

94,880円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

9,488円 月額 

（8）ＦＯＭＡ
特定接続契約者
回線管理機能 

令和７年 4月 1
日から令和８年 3
月 31日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

61円 月額 

令和８年 4 月 1
日から令和９年 3
月 31 日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

63円 月額 

令和９年 4月 1
日から令和 10年
3月 31日まで適
用する料金 

1契約者回線
ごとに 

60円 月額 

令和 10年 4月
1日から令和 11
年 3月 31日ま
で適用する料金 

1契約者回線
ごとに 

57円 月額 

（9）Ｘｉ特定
接続契約者回線

令和７年 4月 1
日から令和８年 3

1契約者回線
ごとに 

61円 月額 

令 和 ９
年 4月 1
日から令
和 10年
3 月 31
日まで適
用する料
金 

（ア）
10Mb/s のも
の 

90,521円 月額 

（イ）
10Mb/s を超
える 1.0Mb/s
ごとに 

9,052円 月額 

（8）ＦＯＭＡ
特定接続契約者
回線管理機能 

令和７年 4月 1
日から令和８年 3
月 31日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

61円 月額 

令和８年 4 月 1
日から令和９年 3
月 31 日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

62円 月額 
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管理機能 月 31日まで適用

する料金 
令和８年 4 月 1
日から令和９年 3
月 31 日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

63円 月額 

令和９年 4月 1
日から令和 10年
3月 31日まで適
用する料金 

1契約者回線
ごとに 

60円 月額 

令和 10年 4月
1日から令和 11
年 3月 31日ま
で適用する料金 

1契約者回線
ごとに 

57円 月額 

（9）の 2  
５G特定接続契
約者回線管理機
能 

令和７年 4月 1
日から令和８年 3
月 31日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

61円 月額 

令和８年 4 月 1
日から令和９年 3
月 31 日まで適用
する料金 
 
 

1契約者回線
ごとに 

63円 月額 

令和９年 4月 1
日から令和 10年
3月 31日まで適
用する料金 

1契約者回線
ごとに 

60円 月額 

令和９年 4 月 1
日から令和 10 年
3 月 31 日まで適
用する料金 

1契約者回線
ごとに 

59円 月額 

（9）Ｘｉ特定
接続契約者回線
管理機能 

令和７年 4月 1
日から令和８年 3
月 31日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

61円 月額 

令和８年 4月 1
日から令和９年 3
月 31日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

62円 月額 

令和９年 4 月 1
日から令和 10 年
3 月 31 日まで適
用する料金 

1契約者回線
ごとに 

59円 月額 

（9）の 2  
５G特定接続契
約者回線管理機
能 

令和７年 4月 1
日から令和８年 3
月 31日まで適用
する料金 

1契約者回線
ごとに 

61円 月額 

令和８年 4月 1
日から令和９年 3

1契約者回線
ごとに 

62円 月額 
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令和 10年 4月
1日から令和 11
年 3月 31日ま
で適用する料金 

1契約者回線
ごとに 

57円 月額 

（10）～（14）（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表１ 接続により提供する機能 
  １－１ 基本接続機能 
 

区 分 内  容 備 考 

削除 ― ― 

削除 ― ― 

削除 ― ― 

削除 ― ― 

削除 ― ― 

月 31日まで適用
する料金 

令和９年 4月 1
日から令和 10年
3月 31日まで適
用する料金 

1契約者回線
ごとに 

59円 月額 

（10）～（14）（略） 
 
別表１ 接続により提供する機能 
  １－１ 基本接続機能 
 

区 分 内  容 備 考 

64kb/sデジタル通
信モード接続機能 

当社のＦＯＭＡサービス契約者回線、Ｘｉサー
ビス契約者回線又は５Ｇサービス契約者回線と
の64kb/sデジタル通信モードによる通信を行う機
能 

― 

ＭＮＰ転送機能 ＭＮＰを実現するために他社契約者回線である
ことを識別して相互接続通信の経路を着信事業
者に設定する機能 

― 

ＭＮＰリダイレクショ ＭＮＰを実現するために他社契約者回線である ― 
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別表２ 接続形態 
 １ 適用 
(2) 表 の
適用 

本表において接続形態を次の各号により規定します。 
 記 

号 
意  味  

(a) 第75条（ローミング等に係る特例）に規定する特例を適
用する通信 

(b) 当社が他社相互接続通信について利用者料金（役務区
間単位料金）の課金を行う通信 

(c) 協定事業者が相互接続通信について利用者料金（役務
区間単位料金）の課金を行う通信 

(d) 当社が協定事業者から課金に係る情報を受信し課金を行
う通信 

  (e) 第82条（個別契約事業者に対する契約者情報の提
供）の規定に基づき契約者情報の提供が可能な通信 

 

  (f) 別表１（接続により提供する機能）１－１（基本接続
機能）に規定するＦＯＭＡ直収パケット接続機能、Ｘｉ
直収パケット接続機能若しくは５Ｇ直収パケット接続機能
に係る通信又は00XY自動付与機能に係る通信 

 

  (g) 別表１（接続により提供する機能）１－１（基本接続
機能）に規定するＩＭＳ接続機能に係る通信 

 

ン機能 ことを識別して方路設定に係る情報を提供する
機能 

直収接続機能 当社の専用回線等接続サービス契約約款に定
めるデータ系直収契約により提供する電気通信
サービスと同等の通信を行う機能 

― 

直収パケット接続機
能 

当社の専用回線等接続サービス契約約款に定
める第１種接続装置又は第２種接続装置を介
して提供する電気通信サービスと同等の通信を
行う機能 

― 

 
別表２ 接続形態 
 １ 適用 
(2) 表 の
適用 

本表において接続形態を次の各号により規定します。 
 記 

号 
意  味  

(a) 第75条（ローミング等に係る特例）に規定する特例を適
用する通信 

(b) 当社が他社相互接続通信について利用者料金（役務区
間単位料金）の課金を行う通信 

(c) 協定事業者が相互接続通信について利用者料金（役務
区間単位料金）の課金を行う通信 

(d) 当社が協定事業者から課金に係る情報を受信し課金を行
う通信 

  (e) 第82条（個別契約事業者に対する契約者情報の提
供）の規定に基づき契約者情報の提供が可能な通信 

 

  (f) 別表１（接続により提供する機能）１－１（基本接続
機能）に規定するＦＯＭＡ直収パケット接続機能、Ｘｉ
直収パケット接続機能若しくは５Ｇ直収パケット接続機能
に係る通信又は00XY自動付与機能に係る通信 

 

  (g) 別表１（接続により提供する機能）１－１（基本接続
機能）に規定するＩＭＳ接続機能に係る通信 
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 ケ 削除 

 
 
 
 
 
別表３ 様式 
様式第１（第10条第２項関係） 

事前調査申込書 
 ６．接続端末種別 

  通話モード  
  ＦＯＭＡ（パケット通信モード）  
  Ｘｉ（データ通信モード）  
  ５Ｇ(データ通信モード)  
  衛星電話（陸上）  
  衛星電話（船舶）  
                                 接続希望端末に○印を記入 

 ７．接続形態 
 別紙２接続形態のとおり。 

 ８．課金条件（利用者料金設定事業者と利用者料金請求事業者が異なる場合のみ） 
 課
金
方

弊社発信時  柔軟課金方式 
   テーブル課金方式 
 ドコモ発信時  柔軟課金方式 

  

 ケ 協定事業者が当社のＭＮＰリダイレクション機能を選択した場合
の接続形態は省略するものとします。 

  

 
 
 
別表３ 様式 
様式第１（第10条第２項関係） 

事前調査申込書 
 ６．接続端末種別 

  通話モード  
  64kb/sデジタル通信モード  
  ＦＯＭＡ（パケット通信モード）  
  Ｘｉ（データ通信モード）  
  ５Ｇ(データ通信モード)  
  衛星電話（陸上）  
  衛星電話（船舶）  
                                 接続希望端末に○印を記入 

 ７．接続形態 
 別紙２接続形態のとおり。 

 ８．課金条件（利用者料金設定事業者と利用者料金請求事業者が異なる場合のみ） 
 課
金

弊社発信時  柔軟課金方式 
   テーブル課金方式 
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 式   テーブル課金方式 
 課金体系 
（ドコモが利用者料金請求事業者と

なる場合のみ） 

 距離区分 
  時間帯区分 
  端末区分 
  その他 （               ） 
 希望課金条件に○印を
記入 

 ９．付加接続機能 
 付加接続機能のうち利用
を希望する機能 

 

 １０．網改造料の対象となる機能 
 網改造料の対象となる機
能のうち利用を希望する機
能 

接続約款料金表第１表（接続料金）第２（網改造
料）１－１（網改造料の対象となる機能）第   欄
とする。 

 複数利用の場合は複数を記入 

網改造料の対象となる
機能以外の利用を希望
する機能概要  

 

 
 １１．番号方式（技術的条件集第１章第１条の分類を記載すること） 
 分類 

 
弊社使用番号帯 最大桁数 

（国際系番号、ｻｰ
ﾋﾞｽ系番号の場合

のみ） 

弊社使用網間試験番
号 

    

 方
式 

ドコモ発信時  柔軟課金方式 
   テーブル課金方式 
 課金体系 
（ドコモが利用者料金請求事業者と

なる場合のみ） 

 距離区分 
  時間帯区分 
  端末区分 
  その他 （               ） 
 希望課金条件に○印を
記入 

 ９．ＭＮＰに係る接続機能 
  ＭＮＰ転送機能  
  ＭＮＰリダイレクション機

能 
 

                                接続希望機能に○を記入 
 １０．付加接続機能 
 付加接続機能のうち利用
を希望する機能 

 

 １１．網改造料の対象となる機能 
 網改造料の対象となる機
能のうち利用を希望する機
能 

接続約款料金表第１表（接続料金）第２（網改造
料）１－１（網改造料の対象となる機能）第   欄
とする。 

 複数利用の場合は複数を記入 

網改造料の対象となる
機能以外の利用を希望
する機能概要  
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 １２．弊社事業者識別コード 
  

 １３．弊社網使用料 （ドコモが利用者料金 （役務区間合算料金） 設定事業者となる
場合）  
   

 １４．契約者情報の提供方法（接続約款第８２条に基づくもの） 
  契約者情報照会  
  異動情報  
                                希望情報に○を記入 
 １５．その他 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 １２．番号方式（技術的条件集第１章第１条の分類を記載すること） 
 分類 

 
弊社使用番号帯 最大桁数 

（国際系番号、ｻｰ
ﾋﾞｽ系番号の場合

のみ） 

弊社使用網間試験番
号 

    

    

    

    

    

 １３．弊社事業者識別コード 
  

 １４．弊社網使用料 （ドコモが利用者料金 （役務区間合算料金） 設定事業者となる
場合）  
   

 １５．契約者情報の提供方法（接続約款第８２条に基づくもの） 
  契約者情報照会  
  異動情報  
                                希望情報に○を記入 
 １６．その他 
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様式第１ 別紙１ 
 
弊社         トラヒック予測値 
 
① ︓ ②以外 

ドコモとの相互接続点名 
最繁時呼量      単位︓アーラン（ｅｒｌ） 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

平均保留時間（不完了呼を含む）      単位︓秒 

 
 

    

 
 
 
② ︓ ＦＯＭＡ（パケット通信モード）又はＸｉ/５Ｇ（データ通信モード） 

ドコモとの相互接続点名 

相互接続点において必要となる接続回線帯域幅   単位︓
Mb/s 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 

様式第１ 別紙１ 
 
弊社         トラヒック予測値 
 
① ︓ ②、③以外 

ドコモとの相互接続点名 
最繁時呼量      単位︓アーラン（ｅｒｌ） 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

平均保留時間（不完了呼を含む）      単位︓秒 

 
 

    

 
② ︓ 64kb/sデジタル通信モード 

ドコモとの相互接続点名 
最繁時呼量      単位︓アーラン（ｅｒｌ） 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 
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ドコモとの相互接続点名 
最大同時接続数 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

ドコモとの相互接続点名 
契約数予測         単位︓回線 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 

 
 

    

 
 

    

     

 

 
 

    

平均保留時間（不完了呼を含む）      単位︓秒 

 
 

    

 
③ ︓ ＦＯＭＡ（パケット通信モード）又はＸｉ/５Ｇ（データ通信モード） 

ドコモとの相互接続点名 

相互接続点において必要となる接続回線帯域幅   単位︓
Mb/s 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

ドコモとの相互接続点名 
最大同時接続数 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 
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附 則（令和８年２月 18日経企第 000600003516-01号） 
 （実施期日） 
１ この改正規定は、令和８年２月 28日から実施します。 
 （接続料金の適用） 
２ 第９条の2（接続により提供する機能の休廃止の円滑な実施）第1項の規定によりあ
らかじめ対面等説明を行ったとおり、令和8年3月31日に別表１（接続により提供する機
能）１－１（基本接続機能）に規定するＦＯＭＡ直収パケット接続機能及びＦＯＭＡ
特定接続契約者回線管理機能を廃止する予定であることに従い、予定のとおり当該機能を
廃止する場合、料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）第6欄及
び第8欄に規定する令和８年4月1日以降の料金額は適用しないものとする。 

 

 
 

    

 

ドコモとの相互接続点名 
契約数予測         単位︓回線 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度
末値 

Ｓ＋２年度
末値 
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第１章 通則 

（用語の定義） 
第１条 この技術的条件集においては、次表の左欄の用語はそれぞれの右欄の
意味で使用します。 

 

用語 意味 

(1) （略） （略） 

(2) 分類 接続番号を接続形態別に区分した概念 
分類と電気通信番号の対応は次のとおり 
分類１ 端末系番号︓端末系事業者、特

定端末系事業者が利用する固定
端末系伝送路設備を識別するため
の電気通信番号又はＩＰ電話事
業者が利用するＩＰ電話に係る音
声伝送役務を識別するための電気
通信番号（電気通信番号規則
（令和元年総務省令第４号）別
表第１号に掲げる固定電話番
号） 

分類２ 携帯電話系番号︓携帯電話事業
者が利用する携帯電話に係る端末
系伝送路設備を識別するための電
気通信番号 

分類３ 削除 
 
 
 

 
第１章 通則 

（用語の定義） 
第１条 この技術的条件集においては、次表の左欄の用語はそれぞれの右欄の
意味で使用します。 

 

用語 意味 

(1) （略） （略） 

(2) 分類 接続番号を接続形態別に区分した概念 
分類と電気通信番号の対応は次のとおり 
分類１ 端末系番号︓端末系事業者、特

定端末系事業者が利用する固定
端末系伝送路設備を識別するため
の電気通信番号もしくはＩＰ電話
事業者が利用するＩＰ電話に係る
音声伝送役務を識別するための電
気通信番号（電気通信番号規則
（令和元年総務省令第４号）別
表第１号に掲げる固定電話番
号） 

分類２ 携帯電話系番号︓携帯電話事業
者が利用する携帯電話に係る端末
系伝送路設備を識別するための電
気通信番号 

分類３ ＰＨＳ系番号︓ＰＨＳ事業者が
利用するＰＨＳに係る端末系伝送
路設備を識別するための電気通信
番号 
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分類４ 国際系番号︓国際系事業者（電

気通信番号規則（令和元年総務
省令第４号）別表第10号に掲げ
る事業者設備識別番号を有し、国
際電話等（電気通信事業報告規
則（昭和63年郵政省令第46
号）第１条第２項第15号に規定
するものをいいます。）を提供する事
業者）が利用する電気通信回線
設備を識別するための電気通信番
号 

分類５ サービス系番号︓各サービスを識別
するための電気通信番号 

分類６ ＩＰ電話系番号︓ＩＰ電話事
業者が利用するＩＰ電話に係る
音声伝送役務を識別するための電
気通信番号（電気通信番号規
則（令和元年総務省令第４
号）別表第６号に掲げる特定Ｉ
Ｐ電話番号） 

(3) （略） （略） 

(4) 削除 削除 

(5) 削除 削除 

分類４ 国際系番号︓国際系事業者（電
気通信番号規則（令和元年総務
省令第４号）別表第10号に掲げ
る事業者設備識別番号を有し、国
際電話等（電気通信事業報告規
則（昭和63年郵政省令第46
号）第１条第２項第15号に規定
するものをいいます。）を提供する事
業者）が利用する電気通信回線
設備を識別するための電気通信番
号 

分類５ サービス系番号︓各サービスを識別
するための電気通信番号 

分類６ ＩＰ電話系番号︓ＩＰ電話事
業者が利用するＩＰ電話に係る
音声伝送役務を識別するための電
気通信番号（電気通信番号規
則（令和元年総務省令第４
号）別表第６号に掲げる特定Ｉ
Ｐ電話番号） 

(3) （略） （略） 

(4) 対地域事業者インタフェース 端末系事業者、特定端末系事業者、ＰＨ
Ｓ事業者、ＩＰ電話事業者が接続する時に
適用するインタフェース種別を指します。 

(5) 対移動体事業者インタフェー
ス 

携帯電話事業者が接続する時に適用するイ
ンタフェース種別を指します。 

(6) 対国際事業者インタフェース 国際系事業者が接続する時に適用するインタ
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(6) 削除 削除 

(7) 削除 削除 

(8)～(13) （略） （略） 

(14) 削除 削除 

(15) 削除 削除 

(16) 削除 削除 

(17) 削除 削除 

(18)～(26) （略） （略） 

(27) 削除 削除 

(28) 削除 削除 

フェース種別を指します。 

(7) 対選択中継事業者インタフェ
ース 

国内中継事業者が接続する時に適用するイ
ンタフェース種別を指します。 

(8)～(13) （略） （略） 

(14)ＭＧＳ 
（ Mobile Gateway 
Switch） 

直接協定事業者と相互接続する当社の交換
機を指します。 

(15) Ｇ Ｓ （ Gateway 
Switch） 

当社と相互接続する直接協定事業者の交換
機を指します。 

(16)削除 
 

削除 

(17)ＴＧＮ（ Trunk Group 
Number） 

同一方路に設定される回線の集合を表す番
号を指します。 

(18)～(26) （略） 
 

（略） 

(27)ＭＮＰ転送方式 ＭＮＰ接続方式の１つ。発信網からの接続
に対し、ＮＲＮを基に移転元事業者が移転
先網へ呼を転送する方式を指します。 

(28)ＭＮＰリダイレクション方式 ＭＮＰ接続方式の１つ。発信網からの接続
に対し、前位網へＮＲＮを通知し、移転先
網へ再ルーチングを行う方式を指します。 
携帯電話事業者網からの発信時は必ずこの
方式を使用します。 
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(29)～(31) （略） （略） 

(32)  Ｓ Ｂ Ｃ （ Session 
Border Controller） 

SIPベースの音声通話サービスにおいて、当社
又は直接協定事業者が相互接続点に設置
し、網内と網間での信号変換処理を行うセッ
ション制御装置を指します。 

(33) Ｓ Ｇ （ Signalling 
Gateway） 

SMSサービスにおいて、当社又は直接協定事
業者が相互接続点に設置し、従前の共通線
信号をIP上で送受信する信号中継装置を指
します。 

 
（標準的な接続箇所） 

第２条 本則に規定する標準的な接続箇所は次のとおりとします。 
 

(29)～(31) （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（標準的な接続箇所） 

第２条 本則に規定する標準的な接続箇所は次のとおりとします。 
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標準的な接続箇所 技術的条件 

(1) 関門交換機の伝送装置 技術的条件集第２章第11節、第12節第
45条及び第13節第49条に規定するところに
よります。 

(2) 削除 削除 

(3) 直収パケット交換機のルータ 技術的条件集第２章第６節第20条、第
10節第36条に規定するところによります。 

(4) 移動管理装置のルータ 技術的条件集第２章第14節第53条及び
第15節第57条に規定するところによります。 

 
 
 
（相互接続呼の接続条件） 

第３条 当社網のインタフェース種別と接続番号の関係は第46条(1)及び第50
条(1)に示すとおりとします。 

２ 利用可能な当社の付加サービスに関わる利用条件は技術的条件集別表２
に示すとおりとします。 

３ 当社と協定事業者との接続における信号方式及び信号シーケンスその他接
続に係わる選択可能な条件等については、当社が協定事業者と協議の上定め
る技術的条件確認事項に特定します。 

４ 当社と協定事業者との伝送路装置間インタフェース仕様は、技術的条件集
別表12-1、別表13-1に示すとおりとします。 

標準的な接続箇所 技術的条件 

(1) 関門交換機の伝送装置 技術的条件集第２章第１節、第２節、第
９節、第11節、および第12節第45条、およ
び第13節第49条に規定するところによりま
す。 

(2) 削除 削除 

(3) 直収パケット交換機のルータ 技術的条件集第２章第６節第20条、第
10節第36条に規定するところによります。 

(4) 移動管理装置のルータ 技術的条件集第２章第14節第53条、お
よび第15節第57条に規定するところによりま
す。 

 
 
 
（相互接続呼の接続条件） 

第３条 当社網のインタフェース種別と接続番号の関係は第５条(1)、第９条
(1)、第46条(1)および第50条(1)に示すとおりとします。 

２ 利用可能な当社の付加サービスに関わる利用条件は技術的条件集別表２
に示すとおりとします。 

３ 当社と協定事業者との接続における信号方式及び信号シーケンスその他接
続に係わる選択可能な条件等については、当社が協定事業者と協議の上定め
る技術的条件確認事項に特定します。 

４ 当社と協定事業者との伝送路装置間インタフェース仕様は、技術的条件集
別表７、別表12-1、別表13-1に示すとおりとします。 
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第２章 形態別技術的条件 
第１節 削除 

第４条～第７条 削除 
 

第２節 削除 
第８条～第11条 削除 
 

第11節 対移動体事業者（ＳＭＳ）インタフェース 
（網構成） 

第40条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 
(1) 当社ＳＧと直接協定事業者ＳＧの接続は、相互接続協定書に定める
相互接続点単位に行うものとします。 

(2) １つの相互接続点の接続対象地域内に当社ＳＧが複数ある場合は、そ
の対向となる事業者側の１つのＳＧがその接続対象地域内にある全てのＳ
Ｇと接続することを可能とします。 

 
２ 削除 
 
 
 
 
 
（接続方式） 

第41条 当社網と直接協定事業者となる国内接続事業者間で使用する接続
方式は次のとおりとします。 
(1) 番号体系 
 当社網と協定事業者網間で使用する電気通信番号は電気通信番号規則
（令和元年総務省令第４号）を準用することとします。なお、協定事業者
は当社の加入契約者から協定事業者網へ接続するための電気通信番号を
当社に通知することを要します。 

第２章 形態別技術的条件 
第１節 対地域／国際／選択中継事業者インタフェース 

第４条～第７条 （略） 
 

第２節 対移動体事業者インタフェース 
第８条～第11条 （略） 
 

第11節 対移動体事業者（ＳＭＳ）インタフェース 
（網構成） 

第40条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 
(1) MGSとGSとの接続は、相互接続協定書に定める相互接続点単位に行う
ものとします。 

(2) １つの相互接続点の接続対象地域内にMGSが複数ある場合は、１つの
GSがその接続対象地域内にある全てのMGSと接続することを可能とし、１つ
の相互接続点の接続対象地域内にGSが複数ある場合は、１つのMGSが
その接続対象地域内にある全てのGSと接続することを可能とします。 

２ 当社網と直接協定事業者網間が共通線信号網である場合の構成は次のと
おりとします。 
(1) 共通線信号網構成は、対応網構成とします。 
(2) 共通線信号網構成はＡ、Ｂ面の２面構成とし、Ａ、Ｂ両面にリンクの設
定を行います。 

 
（接続方式） 

第41条 当社網と直接協定事業者となる国内接続事業者間で使用する接続
方式は次のとおりとします。 
(1) 番号体系 
 当社網と協定事業者網間で使用する電気通信番号は電気通信番号規則
（令和元年総務省令第４号）を準用することとします。なお、協定事業者
は当社の加入契約者から協定事業者網へ接続するための電気通信番号を
当社に通知することを要します。 
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イン
タフ
ェー
ス 

分
類 

呼方
向 

接続番号構成 最大受信桁数
（注１） 

最小 最大 

対
移
動
体 

分
類 
２ 

当社
網→ 
 協
定事
業 
者網 

接続番号を次のとおりに区分します。   

 ０Ａ０＋ＣＤＥ＋ＦＧＨＪＫ 
  ①      ②       ③ 
 
①サービス識別番号②事業者識別番号 
②加入者番号 

8 10 

協定
事業 
者網 
→ 
当社
網 

０２００＋ＤＥＦＧＨ＋ＪＫＬＭＮ 
   ①         ②         ③ 
 
①サービス識別番号②事業者識別番号 
②加入者番号 

8 13 

（注１）︓有効受信桁数はサービス識別番号の１桁目の０を除きます。また、
有効受信桁数未満の着信番号が送出される場合があります。 

 
また、SMS制御プロトコルに設定する各種番号体系に関する詳細について
は、「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル仕様」及び「技術的条件
集別表11－２ GSM-MAPプロトコル仕様」に示すとおりとします。 

(2) 収容SMSC 
当社契約ユーザからのSMSは、当社網のSMSCに蓄積します。他社契約
ユーザからのSMSが、当社網のSMSCに送信された場合はこのSMSの送信
を拒否するものとします。 

(3) 削除 
 

イン
タフ
ェー
ス 

分
類 

呼方
向 

接続番号構成 最大受信桁数
（注１） 

最小 最大 

対
移
動
体 

分
類 
２ 

当社
網→ 
 協
定事
業 
者網 

接続番号を次のとおりに区分します。   

 ０Ａ０＋ＣＤＥ＋ＦＧＨＪＫ 
  ①      ②       ③ 
 
①サービス識別番号②事業者識別番号 
②加入者番号 

8 10 

協定
事業 
者網 
→ 
当社
網 

０２００＋ＤＥＦＧＨ＋ＪＫＬＭＮ 
   ①         ②         ③ 
 
①サービス識別番号②事業者識別番号 
②加入者番号 

8 13 

（注１）︓有効受信桁数はサービス識別番号の１桁目の０を除きます。また、
有効受信桁数未満の着信番号が送出される場合があります 

 
又、SMS制御プロトコルに設定する各種番号体系に関する詳細について
は、「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル仕様」および、「技術的条
件集別表11－２ GSM-MAPプロトコル仕様」を参照のこと。 

(2) 収容SMSC 
当社契約ユーザからのSMSは、当社網のSMSCに蓄積する。他社契約ユ
ーザからのSMSが、当社網のSMSCに送信された場合はこのSMSの送信を
拒否するものとします。 

(3) SMS配信 
 MSCまたはSGSNでのSMS配信を行うものとします。 
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(4) 迷惑SMS対策 

 当社網と国内接続事業者網では、受信者の同意を得ず、一方的に送信
される広告・宣伝目的等のSMSである迷惑SMS対策について、次のとおり実
施するものとします。制限条件については当社と国内相互接続事業者で別
途協議の上、決定することとします。 

(5)～(6) （略） 
(7) エラー対応 
   受信側接続事業者のエラー発生事由は、「技術的条件集別表11－１ 
制御プロ トコル仕様」に示すとおりとします。 

２ 接続手順 
 本書で定義する接続手順の範囲は、各国内接続事業者の信号中継装置
（ＳＧ）や関連する交換装置（HLR、SMSC等）との接続に関するものとし
ます。 

 
 
 

(1) SMS相互接続の基本手順は次のとおりとします。 
ア 自網の契約ユーザより送信されるSMSは、当該送信側接続事業者の

SMSCにおいて収容されるものとします。 
イ SMSの配信時、SMSCは、宛先アドレスをHLR転送方式にて問合わせる
ことにより、受信側接続事業者を選択（番号解決）し、得られた受信側
接続事業者の装置に対して、SMSを送信することとします。 

 
ウ 接続事業者間の通信は、「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル
仕様」に示す3GPP仕様（GSM-MAP信号）を用いた、図41－１に示
す対応網接続にて実現することとします。 

エ 国内接続事業者網在圏ユーザに配信したSMSが配信NGとなった場
合、送信元は、送信先の他網HLRに直接ルーチングにてSMS送信結果
を通知します。この直接ルーチングの詳細は、「技術的条件集別表11－
１ 制御プロトコル仕様」に示すとおりとします。 

(4) 迷惑メール対策 
 当社網と国内接続事業者網では、受信者の同意を得ず、一方的に送信
される広告・宣伝目的等のメールである迷惑メール対策について、次のとおり
実施するものとします。制限条件については当社と国内相互接続事業者で
別途協議の上、決定することとします。 

(5)～(6) （略） 
(7) エラー対応 
   受信側接続事業者のエラー発生事由は、「技術的条件集別表11－１ 
制御プロ トコル仕様」を参照のこと。 

２ 接続手順 
 本書で定義する接続手順の範囲は、各国内接続事業者の交換設備
（MSC、SGSN、HLR、SMSCおよびこれに類する配信設備や受信設備を含
む）との接続に関するものとします。なお、MSC、SGSN、HLR、SMSCは
3GPP仕様における機能名であり、交換設備はこれらの機能を具備するものとし
ます。また、3GPP2事業者との接続の場合、3GPP2事業者側でMSC、
SGSN、HLR、SMSCに準ずる機能を具備するものとします。 
(1) SMS相互接続の基本手順は次のとおりとします。 
ア 自網の契約ユーザより送信されるSMSは、当該送信側接続事業者の

SMSCにおいて収容されるものとします。 
イ SMSの配信時、SMSCは、宛先アドレスをHLR転送方式にて問合わせる
ことにより、受信側接続事業者を選択（番号解決）し、得られた受信側
接続事業者ユーザが在圏するMSC／SGSNに対して、SMSを送信するこ
ととします。 

ウ 接続事業者間の通信は、「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル
仕様」に示す3GPP仕様（GSM-MAP信号）を用いた、図41－１に示
す対応網接続にて実現することとします。 

エ 国内接続事業者網在圏ユーザに配信したSMSが配信NGとなった場
合、送信元は、送信先の他網HLRに直接ルーチングにてSMS送信結果
通知をします。この直接ルーチングの詳細は、「技術的条件集別表11－
１ 制御プロトコル仕様」を参照のこと。 
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 受信側接続事業者ユーザが海外ローミングアウト中であっても、受信側接
続事業者網を経由するホームルーチングを実現することとします。 

(2) 番号解決 
 網間の番号解決は下記のとおりとします。当社での転送処理とPrefixの詳
細は、「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル仕様」に示すとおりとしま
す。 
ア 網間の番号解決を目的としたSRI for SMのルーチングはHLR転送方式
とします。図41－４－(1)「SRI for SM番号解決判断フロー」に示すとお
りとします。 

イ （略） 
５ ネットワークタイマ 
 網間のネットワークタイマは事業者間で共有するものとします。当社のネットワーク
タイマは「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル仕様」に示すとおりとします。 
６ （略） 
 
（信号方式） 

第42条 当社網と国内他接続事業者網間で使用する信号方式は次のとおりと
します。 

(1) 網間信号 
ア SMSの相互接続における信号方式は、3GPP（GSM-MAP）方式を使用
することとします。 

イ 適用範囲 
 SMSの相互接続を可能とする3GPP（GSM-MAP）方式の適用範囲につ
いては、「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル仕様」および、「技術的
条件集別表11－２ GSM-MAPプロトコル仕様」に示すとおりとします。 
(ア)～(イ) （略） 
(ウ) ACバージョンネゴシエーションのエラーマッピングは、「技術的条件集別表

11-1 制御プロトコル仕様」に示すとおりとします。 
(2) More Messages to Sendの対応 

 3GPP TS23.040仕様におけるMore Messages to SendによるSMSの

 受信側接続事業者ユーザが海外ローミングアウト中であっても、受信側接
続事業者網を経由するホームルーチングを実現することとします。 

(2) 番号解決 
 網間の番号解決は下記のとおりとします。当社での転送処理とPrefixの詳
細は、「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル仕様」を参照のこと。 

 
ア 網間の番号解決を目的としたSRI for SMのルーチングはHLR転送方式
とします。図41－４－(1)「SRI for SM番号解決判断フロー」を参照のこ
と。 

イ （略） 
５ ネットワークタイマ 
 網間のネットワークタイマは事業者間で共有するものとします。当社のネットワーク
タイマは「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル仕様」を参照のこと。 
６ （略） 
 
（信号方式） 

第42条 当社網と国内他接続事業者網間で使用する信号方式は次のとおりと
します。 

(1) 網間信号 
ア SMSの相互接続における信号方式は、3GPP（GSM-MAP）方式を使用
することとします。 

イ 適用範囲 
 SMSの相互接続を可能とする3GPP（GSM-MAP）方式の適用範囲につ
いては、「技術的条件集別表11－１ 制御プロトコル仕様」および、「技術的
条件集別表11－２ GSM-MAPプロトコル仕様」を参照のこと。 
(ア)～(イ) （略） 
(ウ) ACバージョンネゴシエーションのエラーマッピングは、「技術的条件集別表

11-1 制御プロトコル仕様」を参照のこと。 
(2) More Messages to Sendの対応 

 3GPP TS23.040仕様におけるMore Messages to SendによるSMSの
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連続配信に対応します。More Message to send（連続配信）処理の
詳細は、「技術的条件集別表11－３ シーケンス」に示すとおりとします。 

(3) （略） 
 
（保守制御方式） 

第43条 当社網と国内他接続事業者網間で実施する保守制御は試験方式、
輻輳制御方式の2つとします。 
(1) 当社網と国内他接続事業者網間で実施可能な試験方法は次のとおりと
します。 

 
表43－１ 試験方法 

 
 試験種別 試験方向 試験対象 必要情報 

１ 開通試験 

STP装置間
接続試験 
(コネクション
確認試験) 

当社網→ 
接続事業者
網 

ＳＧ 
IPアドレス 
PC（ポイントコード） 
信号リンク番号 
リンク群番号 当社網← 

接続事業者
網 

２ 
SM-
MT配
信試験 

SMS相互接
続試験（配
信） 

当社網→ 
接続事業者
網 

SMSC、 
HLR、 
端末への
SMS配信
装置、 
端末 

試験用発側MSISDN 
試験用着側
MSISDN/IMSI 接続事業者

網→ 
当社網 

 
ア 各試験種別における試験方法は次のとおりとします。 

(ア)  開通試験は信号中継装置（ＳＧ）と接続事業者側の対象接

連続配信に対応します。More Message to send（連続配信）処理の
詳細は、「技術的条件集別表11－３ シーケンス」を参照のこと。 

(3) （略） 
 

（保守制御方式） 
第43条 当社網と国内他接続事業者網間で実施する保守制御は試験方式、
輻輳制御方式の2つとします。 
(1) 当社網と国内他接続事業者網間で実施可能な試験方法は次のとおりと
します。 

 
表43－１ 試験方法 

 
 試験種別 試験方向 試験対象 必要情報 

１ 開通試験 

装置間個別
共通線接続
試験 
(コネクション
確認試験) 

当社網→ 
接続事業者
網 GS 

MGS  
PC（ポイントコード） 
信号リンク番号 
リンク群番号 当社網← 

接続事業者
網 

２ 
SM-
MT配
信試験 

SMS相互
接続試験
（配信） 

当社網→ 
接続事業者
網 SMSC 

HLR 
MSC/SGSN 
端末 

試験用発側MSISDN 
試験用着側
MSISDN/IMSI 接続事業者

網→ 
当社網 

 
ア 各試験種別における試験方法は次のとおりとします。 

(ア) 関門交換機（MGS）と接続事業者側の対象接続設備間で行う 
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続設備間で行います。本試験ではSTP装置間疎通確認を目的として
おり、物理（IP）レイヤ・SCTPレイヤ・M3UAレイヤの各レイヤにおい
て、疎通確認及び切断/復旧確認を行います。 

 
(イ)  SM-MT配信試験は試験対象加入者番号間でのSMS配信を行
い、SMSの呼処理の正常性を確認します。送信側接続事業者にて試
験対象加入者番号以外でのSM-MT配信試験を規制します。 

(2) 削除 
 
 
 
(3) その他接続事業者間で実装すべき保守制御（迂回機能、総量規制
等）は、当社と直接協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 
第12節 対移動体事業者（IP）インタフェース 

（網構成） 
第45条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

(1) 当社ＳＢＣと直接協定事業者ＳＢＣとの接続は、相互接続協定書に
定める相互接続点単位に行うものとします。 

(2) 当社網と直接協定事業者網との間の通信経路については、複数の相互
接続点を介した冗長化構成を可能とします。 

 
（接続方式） 

第46条 当社網と直接協定事業者網間での使用する接続方式は、次のとおりと
します。 
(1)～(4) （略） 
(5) 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方法は次のとおりとしま
す。 
ア 当社網と直接協定事業者網の設備に関わる試験は、設備を所有する
事業者が責任を持って実施し、他社の設備についての試験は原則として

 装置間個別共通線接続試験は、信号ルート及び信号リンクの増設
や変更においてルートやリンクの正常性をMTP 試験・保守機能部の
SRT／SRA信号を用いて確認します。詳細は、「技術的条件集別表
３」を参照のこと。 

(イ) 試験対象加入者番号間でのSMS配信を行い、SMSの呼処理の正
常性を確認します。送信側接続事業者にて試験対象加入者番号以
外でのSM-MT配信試験を規制する。 

(2) 当社網と国内他接続事業者網間で実施可能な輻輳規制は次のとおりと
します。 
ア MTPレベルによる輻輳規制を実施する。詳細は、「技術的条件集別表
３」を参照のこと。 

(3) その他接続事業者間で実装すべき保守制御（迂回機能、総量規制
等）は、当社と直接協定事業者間で別途協議の上、決定することとします。 

 
第12節 対移動体事業者（IP）インタフェース 

（網構成） 
第45条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

(1) ＭＧＳとＧＳとの接続は、相互接続協定書に定める相互接続点単位に
行うものとします。 

(2) 当社網と直接協定事業者網との間の通信経路については、複数の相互
接続点を介した冗長化構成を可能とします。 

 
（接続方式） 

第46条 当社網と直接協定事業者網間での使用する接続方式は、次のとおりと
します。 
(1)～(4) （略） 
(5) 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方法は次のとおりとしま
す。 
ア 当社網と直接協定事業者網の設備に関わる試験は、設備を所有する
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実施しません。ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者
網間は試験可能とします。 

イ 当社網と直接協定事業者網間で実施する手動接続試験は、ＳＢＣの
自動応答トランク（AAT）機能により行うこととし、当社網と直接協定事
業者網間における手動接続試験の内容は次のとおりとします。 

 
試験種別 接続先 試験番号構

成 
事業者間
精算 

（注１） 

強制切
断の有
無 

手動 接続
試験 

当社ＳＢＣの
ＡＡＴ 

０Ａ０ 
＋ＣＤＥ 
＋１２３ 

非対象 有り 

 
（注１）︓手動接続試験はSIP信号上の「発ユーザ種別（cpcパラメ
ータ）」に「test」が設定されていることを前提条件としています。当該パ
ラメータが設定されていない場合は事業者間精算の対象となります。 
 
第13節 対地域／国際事業者（IP）インタフェース 

（網構成） 
第49条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

(1) 当社ＳＢＣと直接協定事業者ＳＢＣとの接続は、相互接続協定書に
定める相互接続点単位に行うものとします。 

(2) 当社網と直接協定事業者網との間の通信経路については、複数の相互
接続点を介した冗長化構成を可能とします。 

 
（接続方式） 

第50条 当社網と直接協定事業者網間での使用する接続方式は、次のとおりと
します。 
(1) 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は電気通信番

事業者が責任を持って実施し、他社の設備についての試験は原則として
実施しません。ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者
網間は試験可能とします。 

イ 当社網と直接協定事業者網間で実施する手動接続試験は、ＭＧＳの
自動応答トランク（AAT）機能により行うこととし、当社網と直接協定事
業者網間における手動接続試験の内容は次のとおりとします。 

 
試験種別 接続先 試験番号構

成 
課金条件 
（注１） 

強制切
断の有
無 

手動接続
試験 

ＭＧＳのＡＡ
Ｔ 

０Ａ０ 
＋ＣＤＥ 
＋１２３ 

非課金 有り 

 
（注１）︓SIP信号上の「発ユーザ種別（cpcパラメータ）」に「test」
が設定されている場合は事業者間精算の対象外とします。 

 
第13節 対地域／国際事業者（IP）インタフェース 

（網構成） 
第49条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

(1) ＭＧＳとＧＳとの接続は、相互接続協定書に定める相互接続点単位に
行うものとします。 

(2) 当社網と直接協定事業者網との間の通信経路については、複数の相互
接続点を介した冗長化構成を可能とします。 

 
（接続方式） 

第50条 当社網と直接協定事業者網間での使用する接続方式は、次のとおりと
します。 
(1) 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は電気通信番
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号規則（令和元年総務省令第４号）を準用することとします。なお、直接
協定事業者は当社の加入契約者から直接協定事業者網へ接続するための
電気通信番号を当社に通知することを要します。 
当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとしま
す。 

 

インタ 
フェース 分類 呼方

向 接続番号構成 

有効受信桁
数 

(注1） 

最小 最大 

（略） 

削除 分類
３ 

削除 削除 削除 削除 

（略） 
 
（注１）︓有効受信桁数は国内プレフィックス、事業者識別番号及びサービス

識別番号の１桁目の０を除きます。また、有効受信桁数未満の着信番号
が送出される場合があります。 

（注２）︓国際ローミングインユーザ呼の場合、90＋542＋××××××××の
13桁となります。 

(2)～(4) （略） 
(5) 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方法は次のとおりとしま
す。 
ア 当社網と直接協定事業者網の設備に関わる試験は、設備を所有する

号規則（令和元年総務省令第４号）を準用することとします。なお、直接
協定事業者は当社の加入契約者から直接協定事業者網へ接続するための
電気通信番号を当社に通知することを要します。 
当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとしま
す。 

 

インタ 
フェース 分類 呼方

向 接続番号構成 

有効受信桁
数 

(注1） 

最小 最大 

（略） 

対地域 分類
３ 

当社
網 
→ 
協定
事業
者網 

０Ａ０ ＋ ＣＤＥ ＋ ＦＧＨ
ＪＫ 
 ①     ②      ③ 
①サービス識別番号②事業者識別
番号③加入者番号 

６ 10 

（略） 
 
（注１）︓有効受信桁数は国内プレフィックス、事業者識別番号、およびサー

ビス識別番号の１桁目の０を除きます。また、有効受信桁数未満の着信
番号が送出される場合があります。 

（注２）︓国際ローミングインユーザ呼の場合、90＋542＋××××××××の
13桁となります。 

(2)～(4) （略） 
(5) 当社網と直接協定事業者網間で使用する試験方法は次のとおりとしま
す。 
ア 当社網と直接協定事業者網の設備に関わる試験は、設備を所有する
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事業者が責任を持って実施し、他社の設備についての試験は原則として
実施しません。ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者
網間は試験可能とします。 

イ 当社網と直接協定事業者網間で実施する手動接続試験は、ＳＢＣの
自動応答トランク（AAT）機能により行うこととし、当社網と直接協定事
業者網間における手動接続試験の内容は次のとおりとします。 

 
試験種別 接続先 試験番号構成 事業者間

精算 
（注１） 

強制切
断の有
無 

手 動 接 続
試験 

当社ＳＢＣの
ＡＡＴ 

０Ａ０ 
＋ＣＤＥ 
＋１２３ 

非対象 有り 

 
（注１）︓手動接続試験はSIP信号上の「発ユーザ種別（cpcパラメ
ータ）」に「test」が設定されていることを前提条件としています。当該パ
ラメータが設定されていない場合は事業者間精算の対象となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業者が責任を持って実施し、他社の設備についての試験は原則として
実施しません。ただし、故障切り分け等のため当社網と直接協定事業者
網間は試験可能とします。 

イ 当社網と直接協定事業者網間で実施する手動接続試験は、ＭＧＳの
自動応答トランク（AAT）機能により行うこととし、当社網と直接協定事
業者網間における手動接続試験の内容は次のとおりとします。 

 
試験種別 接続先 試験番号構成 課金条件 

（注１） 
強制切
断の有
無 

手 動 接 続
試験 

ＭＧＳのＡＡ
Ｔ 

０Ａ０ 
＋ＣＤＥ 
＋１２３ 

非課金 有り 

 
（注１）︓SIP信号上の「発ユーザ種別（cpcパラメータ）」に
「test」が設定されている場合は事業者間精算の対象外とします。 
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技術的条件集別表 
別表2 電話サービスの利用条件 
１．電話サービスの利用条件 
 当社の端末回線と接続番号の分類による付加サービス等の利用条件は次の通り
とします。 
 

着信分類  
 発信端末 

分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類５ 分類６ 

ＦＯＭ
Ａ／Ｘ
ｉ 

携帯電話 一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

衛星 

第一種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  × ○ ○ 

第二種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  × ○ ○ 
         

発信分類  
 着信端末 

分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類６ 分類７ 

ＦＯＭ
Ａ／Ｘ
ｉ 

携帯電話 一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

衛星 

第一種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  ○ ○ ○ 

第二種 
一般 ○ ○  ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○  ○ ○ ○ 

技術的条件集別表 
別表２ 電話サービスの利用条件 
１．電話サービスの利用条件 
 当社の端末回線と接続番号の分類による付加サービス等の利用条件は次の通り
とします。 
 

着信分類  
 発信端末 

分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類５ 分類６ 

ＦＯＭ
Ａ／Ｘ
ｉ 

携帯電話 一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

衛星 

第一種 
一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○ ○ × ○ ○ 

第二種 
一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○ ○ × ○ ○ 
         

発信分類  
 着信端末 

分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類６ 分類７ 

ＦＯＭ
Ａ／Ｘ
ｉ 

携帯電話 一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

衛星 

第一種 
一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第二種 
一般 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公衆 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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凡例 ○︓利用出来る、 ×︓利用出来ない、 △︓一部利用できる、 
斜線︓対象外 

 
２．主な付加機能の利用条件 
 ＦＯＭＡ／Ｘｉサービスの主な付加機能の利用条件は次に示す通りとします。 
 

付加機能の種類 

対地域 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

対移動体 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

対国際 

事業者 

（IP） 

インタフェ 

ース 

分類２ 

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
／
Ｘ
ｉ
着
信 

留守番電話及び不在案内機
能 ○ ○ ○ 

自動着信転送機能（転送で
んわ） ○ ○ ○ 

通話中着信機能(キャッチホ
ン） ○ ○ ○ 

迷惑電話おことわり機能（迷
惑電話ストップサービス） ○ ○ ○ 

呼出音選択機能（メロディコー
ル） △ △ × 

国際ローミング機能（ローミング
アウト端末への着信） ○ ○ ○ 

複数番号機能（2in1、マルチ
ナンバー） △ △ △ 

ワンナンバー機能 △ △ △ 

 
凡例 ○︓利用出来る、 ×︓利用出来ない、 △︓一部利用できる 

 
 
２．主な付加機能の利用条件 
 ＦＯＭＡ／Ｘｉサービスの主な付加機能の利用条件は次に示す通りとします。 
 

付加機能の種類 

対地域 

事業者 

インタフェ 

ース 

対移動体 

事業者 

インタフェ 

ース 

対国際 

事業者 

インタフェ 

ース 

対選択中継 

事業者 

インタフェ 

ース 

 

分類２ 分類７ 

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
／
Ｘ
ｉ
着
信 

留守番電話及び不在案内機
能 ○ ○ ○ ○ 

自動着信転送機能（転送で
んわ） ○ ○ ○ ○ 

通話中着信機能(キャッチホ
ン） ○ ○ ○ ○ 

迷惑電話おことわり機能（迷
惑電話ストップサービス） ○ ○ ○ ○ 

呼出音選択機能（メロディコー
ル） △ △ × △ 

国際ローミング機能（ローミング
アウト端末への着信） ○ ○ ○ ○ 

複数番号機能（2in1、マルチ
ナンバー） △ △ △ △ 

ワンナンバー機能 △ △ △ △ 
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新 旧 
 

付加機能の種類 

対地域事業者 
（IP） 

インタフェース 

対移動 
体事業 
者

（IP）
イン 
タフェ 
ース 

対国際 
事業者
（IP） 
インタ 
フェー 
ス 

分類
１ 

分類
３ 

分類
５ 

分類
６ 

分類
７ 分類２ 分類４ 

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
／
Ｘ
ｉ
発
信 

留守番電話及び不在案
内機能        

自動着信転送機能（転
送でんわ） ○  × ○ ○ ○ △ 

通話中着信機能(キャッチ
ホン）        

迷惑電話おことわり機能
（迷惑電話ストップサービ
ス） 

       

呼出音選択機能（メロデ
ィコール）        

国際ローミング機能（ロー
ミングアウト端末への着
信） 

       

複数番号機能（2in1、
マルチナンバー） △  △ △ △ △ △ 

 凡例 ○︓利用出来る、 ×︓利用出来ない、 △︓一部利用できる、 斜
線︓対象外 

注）上表は、ＦＯＭＡ／Ｘｉにおける利用条件であり、端末種別により利用条

 

付加機能の種類 

対地域事業者 
インタフェース 

対移動 
体事業 
者イン 
タフェ 
ース 

対国際 
事業者 
インタ 
フェー 
ス 

分類１ 分類３ 分類５ 分類６ 分類２ 分類４ 

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
／
Ｘ
ｉ
発
信 

留守番電話及び不在案内
機能       

自動着信転送機能（転送
でんわ） ○ ○ × ○ ○ △ 

通話中着信機能(キャッチホ
ン）       

迷惑電話おことわり機能（迷
惑電話ストップサービス）       

呼出音選択機能（メロディコ
ール）       

国際ローミング機能（ローミン
グアウト端末への着信）       

複数番号機能（2in1、マル
チナンバー） △ △ △ △ △ △ 

 凡例 ○︓利用出来る、 ×︓利用出来ない、 △︓一部利用できる、 斜
線︓対象外 

注）上表は、ＦＯＭＡ／Ｘｉにおける利用条件であり、端末種別により利用条
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新 旧 
件が異なる場合があります。 

 
３．削除 
４．削除 
 
 
別表３ 削除 
別表４ 削除 
 
別表５ ＳＣＣＰ仕様 
ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１１ 信号接続制御部（ＳＣＣＰ）の機能 
 
 
1. 序 論 
1.1 概 要 
 信号接続制御部（ＳＣＣＰ）は電気通信網内の交換機や特定のセンタ間
で（たとえば管理や保守の目的で）Ｎｏ．７信号網を介して、回線対応および
回線非対応の信号情報およびその他の情報を転送するコネクションレスのネットワ
ークサービスを可能とするため、メッセージ転送部（ＭＴＰ）に付加機能を提供す
る。 
メッセージ転送部の上に位置する機能ブロックがＳＣＣＰの機能と手順を遂行

する。 
ＳＣＣＰは標準ＪＴ－Ｑ７０１からＪＴ－Ｑ７０４、ＪＴ－Ｑ７０７に

記述されているＭＴＰサービスを使用できる。 
ＭＴＰとＳＣＣＰの組合せは「ネットワークサービス部」（ＮＳＰ）と呼ばれる。 
ネットワークサービス部は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２１３に定義されているレイヤ３
サービスのサブセットを提供する為に、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｘ．２００に定義されて
いるＯＳＩ参照モデルの原理に従う。 
▼ 
ＭＴＰにかかわる記載についてはＲＦＣ３３３２に定義されているＭ３ＵＡを

件が異なる場合があります。 
 
３．テレビ電話の利用条件 
４．インチャネル情報の利用条件 
 
 
別表３ ＭＴＰ仕様 
別表４ ＩＳＵＰ仕様 
 
別表５ ＳＣＣＰ仕様 
ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１１ 信号接続制御部（ＳＣＣＰ）の機能 
 
 
１. 序 論 【ＪＴ－Ｑ７１１に準拠する】 
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新 旧 
参照のこと。 
▲【ＪＴ－Ｑ７１１では▼▲を規定していない】 
 
1.2 目 的 【ＪＴ－Ｑ７１１に準拠する】 
 
1.3 一般的特徴 【ＪＴ－Ｑ７１１に準拠する】 
 
 
ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３ ＳＣＣＰフォーマットとコード 
 
1. 概 要【ＪＴ－Ｑ７１３に準拠する】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1～3.4.2.1 （略） 
 
3.4.2.2 サブシステム番号 【ＪＴ－Ｑ７１３に準拠する】 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３ ＳＣＣＰフォーマットとコード 
 
1. 概 要 
▼ 
 ＳＣＣＰのメッセージは、図１－１／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３に示したフォ
ーマットの信号ユニットにより、信号データリンク上を伝送される。 
 ＳＣＣＰ用のサービス表示（Service Indicator）は、“００１１”とコーディ
ングされる。 
 ＳＣＣＰメッセージを含む各メッセージ信号ユニット（ＭＳＵ）の信号情報フィ
ールド（ＳＩＦ）は、複数のオクテットで構成される。 
図１－１～図１－3 （略） 
表１－１ （略） 
▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 
 
1.1～3.4.2.1 （略） 
 
3.4.2.2 サブシステム番号 
 サブシステム番号（ＳＳＮ）はＳＣＣＰのユーザ機能を示し、使用される場合
次のような１オクテットにコード化される。 
▼ 
ビット ８７６５４３２１ 
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新 旧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2.3 グローバルタイトル 【ＪＴ－Ｑ７１３に準拠する】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ００００００００ ＳＳＮ不明／未使用 
    ００００００１０ ＣＣＩＴＴのため留保 
    ００００００１１ ＩＳＵＰ 
    ０００００１０１ ＭＡＰ 
    ０００００１１０  
             予備 
    １１１１１１１１ 
▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 
 
3.4.2.3 グローバルタイトル 【ＪＴ－Ｑ７１３に準拠する】 
3.4.2.3.1 グローバルタイトル識別子＝０００１ 
 グローバルタイトル識別子が“０００１”の場合、グローバルタイトルのフォーマット
は図３－５／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３に示される。 
 
 ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

 奇／
遇 アドレス識別子の種別 オクテット１ 

 アドレス情報 オクテット２と続き 

 
図３－５／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３ 識別子“０００１”に対するグローバル
タイトル・フォーマット 

 

 オクテット１の１ビットから７ビットまではアドレス識別子の種別（NAI）であり、
次のようにコード化される。 
 
 ビット ７６５４３２１ 

～ 
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     ０００００００  予備 
     ００００００１  加入者番号 
     ０００００１０  国内使用のため留保 
     ０００００１１  国内番号 
     ００００１００  国際番号 
     ００００１０１ 
       から    予備 
     １１１１１１１ 
 
 オクテット１の８ビット目は奇数／偶数識別子を含み、次のようにコード化され
る。 
 
 ビット ８ 
     ０  アドレス数字が偶数個 
     １  アドレス数字が奇数個 
 
 オクテット２とそれ以降に、図３－６／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３に示すように
アドレス数字による番号と必要に応じてフィラーを含む。 
 

 ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

 
第２数字 第１数字 オクテット２ 

 
第４数字 第３数字 オクテット３ 

 
 
 

 
…  
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フィラー 

（必要な場合） 

第ｎ数字 オクテットｍ 

 
図３－６／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３ グローバルタイトルのアドレス情報                
（BCDコーディング則の場合） 

 

 各アドレス数字は次のようにコード化される。 
 
００００  数字の０ 
０００１  数字の１ 
００１０  数字の２ 
００１１  数字の３ 
０１００  数字の４ 
０１０１  数字の５ 
０１１０  数字の６ 
０１１１  数字の７ 
１０００  数字の８ 
１００１  数字の９ 
１０１０  予備 
▼ 
１１０１  コード13（注） 
１１１０  コード14（注） 
 
（注）コード13、14は、ローミングユーザを識別する場合にのみ用いられる。 
▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 

 
 アドレス数字が奇数個の場合、フィラーコード“００００”が最後のアドレス数字
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の後に挿入される。 
 
3.4.2.3.2 グローバルタイトル識別子＝００１０ 
 図３－７／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３はグローバルタイトル識別子が“００１
０”の場合のフォーマットを示している。 
 翻訳タイプ（TT）は、適当な翻訳機能にメッセージを送信するために使用され
る１オクテットフィールドである。 
 
 ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

 
翻訳タイプ オクテット１ 

 
グローバルタイトルのアドレス情報 オクテット２と続き 

 
図３－７／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３ 識別子“００１０”に対するグローバル
タ 
                イトル・フォーマット 
 
 このオクテットが使用されない時には、“００００００００”にコード化される。 
“１１１１１１１１”コードは、拡張用に留保される。 
 
 グローバルタイトルのフォーマット“００１０”の場合は、国内用のみであり、国際
用には使用されない。グローバルタイトルのフォーマット“００１０”の割り当ては国
内マターである。 
 このグローバルタイトルのフォーマット“００１０”の場合に、翻訳タイプは、アドレス
情報をコード化するのに使用されるコーディング体系と番号計画をも暗示する。 
 コード空間の割り付けおよびＴＴＣ固有仕様としてのコード化を以下のとおりとす
る。 
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▼ 
 
 
ＩＴＵ－Ｔ固有領域 

 

 ００００００００ 
 
 １１０１１１１１ 

 
 
 
 

ＴＴＣ固有領域 
 
 
 
 

 １１１０００００ 
  予備 

 １１１０１００１ 
 １１１０１０１０ 網番号＋信号局コード（移動
通信） 
 １１１０１０１１ 網番号（移動通信） 
 １１１０１１００ 移動機ローミング番号（移動通
信） 
 １１１０１１０１ 加入者ローミング番号（移動通
信） 
 １１１０１１１０  移動機番号（移動通信） 
 １１１０１１１１  加入者番号（移動通信） 

 
網特有領域 

 

 １１１１００００ 
 
 １１１１１１１０ 

  １１１１１１１１１ 保留 
▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 
 
▼ 
 アドレス情報は、二進化十進数（ＢＣＤ）でコーディングする場合、グローバル
タイトル値はオクテット２から始まり、図３－６／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３のよ
うに符号化される。 
▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲を規定していない】 

～ 
 

～ 
 

～ 
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3.4.2.3.3 グローバルタイトル識別子＝００１１ 
 図３－８／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３はグローバルタイトルが“００１１”の場
合のフォーマットを示している。 
 

 ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

 
翻訳タイプ オクテット１ 

 
番号計画 コーディング体系 オクテット２ 

 
グローバルタイトルのアドレス情報 オクテット３と続き 

 
図３－８／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３ 識別子“００１１”に対するグローバル
タ 
                イトル・フォーマット 
 番号計画は以下のようにコード化される。 
 
ビット ８７６５ 
    ００００  未定 
    ▼ 
    ０００１  ＩＳＤＮ／電話番号計画（勧告Ｅ．１６４） 
    ００１０  予備 
    ▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 
    ００１１  データ番号計画（勧告Ｘ．１２１） 
    ０１００  テレックス番号計画（勧告Ｆ．６９） 
    ▼ 
    ０１０１  船舶番号計画（勧告Ｅ．２１０、２１１） 
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    ０１１０  自動車番号計画（勧告Ｅ．２１２） 
    ▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 
    ０１１１  ＩＳＤＮ／移動体の番号計画（勧告Ｅ．２１４） 
    １０００ 
     から  予備 
    １１０１ 
    ▼ 
    １１１０  予備 
    ▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 
    １１１１  留保 
 
 コーディング体系は以下のようにコード化される。 
 
ビット ４３２１ 
    ００００  未定 
    ０００１  ＢＣＤ、数字が奇数個 
    ００１０  ＢＣＤ、数字が偶数個 
    ▼ 
    ００１１  予備 
    ▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 
    ０１００ 
     から  予備 
    １１１０ 
    １１１１  留保 
 
 コーディング体系が２進化１０進数の場合には、オクテット４から始まるグローバ
ルタイトルアドレス情報が、図３－６／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３のようにコード
化される。 
 グローバルタイトルが００１１のために割り当てることができる翻訳タイプの範囲
は、次のように示される。 



接続約款新旧対照表（本則・附則）（2026/2/28改正） 

28 

 

新 旧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2.3.4～4.19 （略） 
 

 
 なお、コード空間の割り付けおよびＴＴＣ固有仕様としてのコード化を以下の通
りとする。 
 ▼ 
 
 
 

 
ＩＴＵ－Ｔ固有領域 

 

 ００００００００ 
 
 １１０１１１１１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ＴＴＣ固有領域 

 
 
 
 

 １１１０００００ 
  予備 

 １１１０１００１ 
 １１１０１０１０ 網番号＋信号局コード（移
動通信） 
 １１１０１０１１ 網番号（移動通信） 
 １１１０１１００ 移動機ローミング番号（移動
通信） 
 １１１０１１０１ 加入者ローミング番号（移動
通信） 
 １１１０１１１０  移動機番号（移動通信） 
 １１１０１１１１  加入者番号（移動通信） 

 
 
 

 
網特有領域 

 

 １１１１００００ 
 
 １１１１１１１０ 

              １１１１１１１１ 保留 
 ▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲の規定が異なる】 
 
3.4.2.3.4～4.19 （略） 
 
 

～ 
 

～ 
 

～ 
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付録１︓移動通信用 着信アドレス、発信アドレスの構成 【規定しない】 
 
 
付録２︓信号網接続用着信アドレス、発信アドレスの構成 
   （１つの信号網相互接続点により信号網接続を行う場合） 【規定しな

い】 
 
付録３︓信号網接続用着信アドレス、発信アドレスの構成 【規定しない】 
 
付録４︓CDMA方式携帯自動車電話システム及び第三世代移動通信システ

ム 
（ANSI evolved network）のノード間インタフェース信号方式用 
着信アドレス、発信アドレスの構成 【規定しない】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録１︓移動通信用 着信アドレス、発信アドレスの構成 【ＪＴ－Ｑ７１３
に準拠する】 

 
付録２︓信号網接続用着信アドレス、発信アドレスの構成 
   （１つの信号網相互接続点により信号網接続を行う場合） 【規定しな

い】 
 
付録３︓信号網接続用着信アドレス、発信アドレスの構成 【規定しない】 
▼ 
付録４︓移動網において使用されるグローバルタイトル 
 
 移動網内、網間において送受される回線非対応信号に含まれるグローバルタイ
トルは送受される内容によってコーディングが異なる。 
 
(1) 網間におけるＨＬＲアクセス、ＧＬＲアクセス等の場合 
 表１－１／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３における信号の内、以下のものがこの場
合に相当する。 
 (a) ⑧の着グローバルタイトル（加入者番号） 
 (b) ⑩の着グローバルタイトル（加入者ローミング番号） 
 (c) ⑪の着グローバルタイトル（加入者番号） 
 (d) ⑫の着グローバルタイトル（網番号） 
 
コーディングは以下の規則に従う。 
 
・『グローバルタイトル表示』は、００１１（＝グローバルタイトルは、翻訳タイプ、
番号計画、コーディング体系を含む）を使用する。 

・『翻訳タイプ』は、それぞれの着グローバルタイトルに対応するものを選択する。 
・『番号計画』は、０１１１＝ＩＳＤＮ／移動体の番号計画を使用する。 
・アドレス情報は、ＢＣＤで符号化し、桁数が奇数の場合には『コーディング体系』
を０００１＝ＢＣＤ（奇数桁）、偶数の場合には００１０＝ＢＣＤ（偶



接続約款新旧対照表（本則・附則）（2026/2/28改正） 

30 

 

新 旧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数桁）とする。 
・『アドレス情報』は、以下のようなフォーマットとする。 
 
                ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

           第２アドレス  第１アドレス オクテット３ 
オクテット４ 
オクテット５ 
 
オクテットｎ 
 
 
 
  

第４アドレス  第３アドレス 

第６アドレス  第５アドレス 

  
  
  
ﾌ ｨ ﾗ ｰ （必要
時） 

 第2n-5アドレ
ス  

付図４－１／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３  アドレス情報フォーマット 
 
(2) 網間においてグローバルタイトルとして網番号＋信号局コードを使用する場合 
 表１－１／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３における信号の内、以下のものがこの場
合に相当する。 
 (a) ⑦の発着グローバルタイトル 
 (b) ⑧の発グローバルタイトル 
 (c) ⑨の発着グローバルタイトル 
 (d) ⑩の発着グローバルタイトル 
 (e) ⑪の発着グローバルタイトル 
 (f) ⑫の発グローバルタイトル 
 (g) ⑬の発着グローバルタイトル 
 
コーディングは以下の規則に従う。 
 
・『グローバルタイトル識別子』は、００１１（＝グローバルタイトルは、翻訳タイ
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プ、番号計画、コーディング体系を含む）を使用する。 
・『翻訳タイプ』は、０００００１１０＝網番号＋信号局コードを使用する。 
・『番号計画』は、０１１１＝ＩＳＤＮ／移動体の番号計画を使用する。 
・アドレス情報のうち、網番号の部分は、ＢＣＤで符号化し、桁数が奇数の場合
には『コーディング体系』を０００１＝ＢＣＤ（奇数桁）、偶数の場合には０
０１０＝ＢＣＤ（偶数桁）とする。網番号に続いて信号局番号として２オク
テットが設定される。 

  信号局コードのフォーマットは、ＭＴＰ、ＳＣＣＰのアドレス情報を構成する信
号局コードと同じものである。 

・『アドレス情報』は、以下のようなフォーマットとする。 
 

             ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

          
 

第２アドレス 第１アドレス オクテット３ 
オクテット４ 
オクテット５ 
 
オクテットｎ 
オクテットｎ＋１ 
オクテットｎ＋２ 

 
 
       網 
       番 
       号 
 
 
 
         

  

第４アドレス 第３アドレス 
    

第６アドレス 第５アドレス  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ﾌ ｨ ﾗ ｰ （必要
時） 

第2n-5アドレス 
  
 

 
信号局番号 

  

  
 

   

 
付図４－２／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３  アドレス情報フォーマット（②の場
合） 
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別表６ 削除 
別表７ 削除 
 
別表10 パケットデータ直収（ＬＴＥ）ユーザインタフェース仕様6. GTPv2-C
パケット 
6.2 GTPv2-CパケットのPayload 
 
6.2.1～6.2.11 （略）  
 
6.2.12 Update Bearer Request 

 Update Bearer Requestは、位置情報取得(NetLoc)を要求するため直
収回線等接続事業者ノードから直収パケット交換機に送信します。Update 
Bearer Requestのパラメータを表6.2.12-1に示します。 

 
表6.2.12-1 Update Bearer Requestのパラメータ 

方向︓直収パケット交換機←直収回線等接続事業者ノード 
 

 網番号（オクテット３～ｎ）が奇数桁の場合、フィラーコード（００００）が
上図のフィラー部分に挿入される。 
 
(3) その他の場合 
  表１－１／ＤｏＣｏＭｏ－Ｑ７１３における信号の内、以下のものがこの
場合に相当する。 

 (a) ④の発グローバルタイトル 
 (b) ⑤の着グローバルタイトル 
 (c) ⑥の発着グローバルタイトル 
 
 グローバルタイトルのコーディングは、各事業者個別に規定することとする。 
▲【ＪＴ－Ｑ７１３では▼▲を規定していない】 
 
別表６ 接続シーケンス 
別表７ 伝送装置間インタフェース仕様 
 
別表10 パケットデータ直収（ＬＴＥ）ユーザインタフェース仕様 
6. GTPv2-Cパケット 
6.2 GTPv2-CパケットのPayload 
 
6.2.1～6.2.11 （略）  
 
6.2.12 Update Bearer Request 

 Update Bearer Requestは、位置情報取得(NetLoc)を要求するため直
収回線等接続事業者ノードから直収パケット交換機に送信する。Update 
Bearer Requestのパラメータを表6.2.12-1に示します。 

 
表6.2.12-1 Update Bearer Requestのパラメータ 

方向︓直収パケット交換機←直収回線等接続事業者ノード 
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パラメータ 参照 種別 
情報長 

備考 
F.V Oct 

Bearer Contexts 7.17 M V - 表 6.2.12-2 Bearer 
Contextのパラメータ参照 

Procedure 
Transaction Id 
(PTI) 

7.24 C F 1  

Protocol 
Configuration 
Options (PCO) 

7.10 C V -  

Aggregate 
Maximum Bit Rate 
(APN-AMBR) 

7.5 M F 8  

Indication flags 7.9 CO V -  

 
表6.2.12-2 Bearer Contextのパラメータ 

 

パラメータ 参照 種別 
情報長 

備考 
F.V Oct 

EPS Bearer ID 7.6 M F 5  

TFT 7.23 C V -  

Bearer Level QoS 7.12 C F 26  

 

パラメータ 参照 種別 
情報長 

備考 
F.V Oct 

Bearer Contexts 7.17 M V - 表 6.2.12-2 Bearer 
Contextのパラメータ参照 

Procedure 
Transaction Id 
(PTI) 

7.24 C F 1  

Protocol 
Configuration 
Options (PCO) 

7.10 C V -  

Aggregate 
Maximum Bit Rate 
(APN-AMBR) 

7.5 M F 8  

Indication flags 7.9 CO V -  

 
表6.2.12-2 Bearer Contextのパラメータ 

 

パラメータ 参照 種別 
情報長 

備考 
F.V Oct 

EPS Bearer ID 7.6 M F 5  

TFT 7.23 C V -  

Bearer Level QoS 7.12 C F 26  
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6.2.13～6.2.16 （略）  
 
6.2.17 Delete Bearer Failure Indication 

 Delete Bearer Failure Indicationは、直収パケット交換機から送信され
たDelete Bearer Commandが失敗したことを通知するため、直収回線等接
続事業者ノードから直収パケット交換機に送信します。Delete Bearer 
Failure Indicationのパラメータを表6.2.17-1に示します。 

 
 

表6.2.17-1 Delete Bearer Failure Indicationのパラメータ 
方向︓直収パケット交換機→直収回線等接続事業者ノード 
 

パラメータ 参照 種別 
情報長 

備考 
F.V Oct 

Cause 7.2 M V -  

Bearer Context 7.17 M V -  

Recovery 7.3 C F 1  

 
表6.2.17-2 Bearer Contextのパラメータ 

 

6.2.13～6.2.16 （略）  
 
6.2.17 Delete Bearer Failure Indication 

 Delete Bearer Failure Indicationは、直収回線等接続事業者ノードか
らDelete Bearerするために送信します。直収パケット交換機主導で回線切断
を要求する場合に直収パケット交換機から直収回線等接続事業者ノードに送
信します。Delete Bearer Commandのパラメータを表6.2.17-1に示しま
す。 

 
表6.2.17-1 Delete Bearer Failure Indicationのパラメータ 

方向︓直収パケット交換機→直収回線等接続事業者ノード 
 

パラメータ 参照 種別 
情報長 

備考 
F.V Oct 

Cause 7.2 M V -  

Bearer Context 7.17 M V -  

Recovery 7.3 C F 1  

 
表6.2.17-2 Bearer Contextのパラメータ 
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パラメータ 参照 種別 
情報長 

備考 
F.V Oct 

EPS Bearer ID 7.6 M F 5  

Cause 7.2 M V -  
 
別表11 対国内接続事業者ＳＭＳ仕様 
11－１ 制御プロトコル仕様 
1.1 適用規定 

 本書で定義する技術仕様の範囲を次の通りとする。国内他接続事業者の信
号中継装置（SG）や関連する交換装置（HLR、SMSC等）との接続に関
するものとする。 

 本別表は、以下に示す標準をベースドキュメントとして参照している。 
 

信号
（層） 

本別表の参照3GPP／TTC
標準の標準番号 Releaseまたは版数 

SMS 3GPP TS 23.040 Release 99に準拠 

MAP 3GPP TS 29.002 Release 99に準拠 

TCAP 3GPP TS 29.002 
（ITU-T Q771-775） Release 99(93版)に準拠 

SCCP TTC JT-Q711～Q714 技術的条件集別表5 SCCP仕様
参照 

削除 削除 削除 

パラメータ 参照 種別 
情報長 

備考 
F.V Oct 

EPS Bearer ID 7.6 M F 5  

Cause 7.2 M V -  
 
別表11 対国内接続事業者ＳＭＳ仕様 
11－１ 制御プロトコル仕様 
1.1 適用規定 

 本書で定義する技術仕様の範囲を次の通りとする。国内他接続事業者の交
換設備（MSC、SGSN、HLR、SMSCおよびこれに類する配信設備や受信設
備を含む）との接続に関するものとする。 

 本別表は、以下に示す標準をベースドキュメントとして参照している。 
 

信号
（層） 

本別表の参照3GPP／TTC標
準の標準番号 Releaseまたは版数 

SMS 3GPP TS 23.040 Release 99に準拠 

MAP 3GPP TS 29.002 Release 99に準拠 

TCAP 3GPP TS 29.002 
（ITU-T Q771-775） Release 99(93版)に準拠 

SCCP TTC JT-Q711～Q714 技術的条件集別表5 SCCP仕様
参照 

MTP TTC JT-Q701～
Q704,Q707 

技術的条件集別表3 MTP仕様
参照 








